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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＮＵＭ受信側に向けられるとともに所与の通信を開始するユーザに関連する発呼者識
別情報に関連する呼を受信するＥＮＵＭ受信モジュールであって、前記ＥＮＵＭ受信側は
ＥＮＵＭを該ＥＮＵＭに関連する外部リソースにマッピングする受信モジュールと、
　前記発呼者識別情報が、標準化された番号計画（ＮＰ）電話番号に合致しない場合に、
一時的に合致するＥＮＵＭを前記発呼者識別情報に関連付ける一時的ＥＮＵＭデータベー
スと、
　所与の通信をルーティングするときに前記一時的に合致するＥＮＵＭを割り当てるモジ
ュールとを含み、前記一時的ＥＮＵＭが前記一時的ＥＮＵＭデータベース内のエントリで
あり、さらに、
　前記一時的ＥＮＵＭデータベース内で前記一時的に合致するＥＮＵＭをルックアップし
、関連する発呼者識別情報を取り出すモジュールとを含むことを特徴とする電子ナンバリ
ング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項２】
　前記一時的ＥＮＵＭデータベース内の前記エントリが、前記所与の通信の終了後所与の
時間後に有効期限が切れる一時的エントリである、請求項１に記載の電子ナンバリング（
ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項３】
　前記発呼者識別情報が、前記所与の通信を開始するユーザの電話番号を含む、請求項１
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に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項４】
　前記電話番号が１０桁北米番号計画電話番号に合致しない、請求項３に記載の電子ナン
バリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項５】
　前記電話番号が国コードを含む、請求項３に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲー
トウェイ。
【請求項６】
　前記発呼者識別情報が、前記所与の通信を開始するユーザの電子メール・アドレスを含
む、請求項１に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項７】
　前記発呼者識別情報が、前記所与の通信を開始するユーザのインスタント・メッセージ
ング・アドレスを含む、請求項１に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項８】
　前記発呼者識別情報が車両ＩＤを含む、請求項１に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ
）ゲートウェイ。
【請求項９】
　前記発呼者識別情報がモバイル・ディレクトリ番号（ＭＤＮ）を含む、請求項１に記載
の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１０】
　前記ＥＮＵＭゲートウェイが一時的ＥＮＵＭサービスを形成する、請求項１に記載の電
子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１１】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが発呼側識別情報に関する着呼側の要件に合致する、請
求項１に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１２】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが１０桁北米番号計画の要件に合致する、請求項１１に
記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１３】
　前記所与の通信がインスタント・メッセージである、請求項１に記載の電子ナンバリン
グ（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１４】
　前記所与の通信が電話呼である、請求項１に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲー
トウェイ。
【請求項１５】
　前記電話呼が無線電話呼である、請求項１４に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲ
ートウェイ。
【請求項１６】
　前記電話呼がボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）電話呼である
、請求項１４に記載の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイ。
【請求項１７】
　所与の通信に電子番号（ＥＮＵＭ）を一時的に関連付ける方法であって、
　ＥＮＵＭ受信側に向けられるとともに所与の通信を開始するユーザの発呼者識別情報に
関連する呼を受信する工程を含み、前記ＥＮＵＭ受信側はＥＮＵＭを該ＥＮＵＭに関連す
る外部リソースにマッピングし、
　前記発呼者識別情報が、標準化された番号計画（ＮＰ）電話番号に合致しない場合に、
一時的に合致するＥＮＵＭを、前記発呼者識別情報に関連付ける工程と、
　前記関連付けられた一時的に合致するＥＮＵＭを一時的ＥＮＵＭデータベースにエント
リとして記憶する工程と、
　前記発呼者識別情報に関する一時的に合致するＥＮＵＭに対する要求を、コーディネー
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タ・システムから受信する工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　所与の一時的に合致するＥＮＵＭをルックアップする要求を受信する工程と、
　前記一時的ＥＮＵＭデータベースから前記発呼者識別情報に関連する前記所与の一時的
に合致するＥＮＵＭを取り出す工程とをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　リターン通信を前記着呼側から前記発呼者にルーティングし返す工程をさらに含む、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが発呼側識別情報に関する着呼側の要件に合致する、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが１０桁北米番号計画の要件に合致する、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記受信された要求が発呼側情報を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記発呼側情報が電話番号を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記発呼側情報がインスタント・メッセージＩＰアドレスを含む、請求項２２に記載の
方法。
【請求項２５】
　前記発呼側情報がモバイル・ディレクトリ番号（ＭＤＮ）を含む、請求項２２に記載の
方法。
【請求項２６】
　前記発呼側情報が電子メール・アドレスを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　所与の通信に電子番号（ＥＮＵＭ）を一時的に関連付ける機器であって、
　ＥＮＵＭ受信側に向けられるとともに所与の通信を開始するユーザの発呼者識別情報に
関連する呼を受信する手段であって、前記ＥＮＵＭ受信側はＥＮＵＭを該ＥＮＵＭに関連
する外部リソースにマッピングし、
　前記発呼者識別情報が、標準化された番号計画（ＮＰ）電話番号に合致しない場合に、
前記発呼者識別情報に一時的に合致するＥＮＵＭを関連付ける手段と、
　前記関連付けられた一時的に合致するＥＮＵＭを一時的ＥＮＵＭデータベースにエント
リとして記憶する手段と、
　前記発呼者識別情報に関する一時的に合致するＥＮＵＭに対する要求を、コーディネー
タ・システムから受信する手段とを含むことを特徴とする機器。
【請求項２８】
　所与の一時的に合致するＥＮＵＭをルックアップする要求を受信する手段と、
　前記一時的ＥＮＵＭデータベースから前記発呼者識別情報に関連する前記所与の一時的
に合致するＥＮＵＭを取り出す手段とをさらに含む、請求項２７に記載の機器。
【請求項２９】
　リターン通信を前記着呼側から前記発呼者にルーティングし返す手段をさらに含む、請
求項２７に記載の機器。
【請求項３０】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが発呼側識別情報に関連する着呼側の要件に合致する、
請求項２７に記載の機器。
【請求項３１】
　前記一時的に合致するＥＮＵＭが１０桁北米番号計画の要件に合致する、請求項３０に
記載の機器。
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【請求項３２】
　前記受信された要求が発呼側情報を含む、請求項２７に記載の機器。
【請求項３３】
　前記発呼側情報が電話番号を含む、請求項３２に記載の機器。
【請求項３４】
　前記発呼側情報がインスタント・メッセージＩＰアドレスを含む、請求項３３に記載の
機器。
【請求項３５】
　前記発呼側情報がモバイル・ディレクトリ番号（ＭＤＮ）を含む、請求項３２に記載の
機器。
【請求項３６】
　前記発呼側情報が電子メール・アドレスを含む、請求項３２に記載の機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、無線デバイスおよびボイス・オーバ・インターネット・プロトコル
（ＶｏＩＰ）技術に関する。より詳細には、本発明は、ＥＮＵＭサービスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　電子ナンバリング（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ＮＵＭｂｅｒｉｎｇ：ＥＮＵＭ）サービス
は、「一生の電話番号」の実施と称されてきた。社会保険番号が個人に一生ついていくの
とちょうど同じように、ＥＮＵＭは、任意の適用可能な手段（たとえば、電話網、ファッ
クス、インターネットなど）によって人にアクセスするための単一の簡単な電話番号の使
用を予見する。したがって、現在予見されているように、電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）
サービスは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ネットワークを介して加入者の任意の
通信サービスまたはデバイス、たとえば音声、ファックス、電子メール、ショート・メッ
セージ・サービス（ＳＭＳ）などにアクセスするために使用されることができる単一の電
話番号を加入者に与える。
【０００４】
　インターネット分野での使用では、ＥＮＵＭは、電話番号に関連する資源にコンタクト
するために使用されることができるユニフォームリソース識別子（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＵＲＩ）に電話番号をマップするプロトコルであ
る。したがって、このシナリオにおけるＥＮＵＭは、人の電話番号に関連する特定の領域
を調べることによりその人の様々な（通信）識別子にアクセスできるようにする。
【０００５】
　動作中、ＥＮＵＭサービスは、ダイヤルされた（または宛てられた）電話番号を受信し
、数式およびルックアップ・テーブル（１つまたは複数）を使用して、加入者のＥＮＵＭ
ネーミング・オーソリティ・ポインタ（Ｎａｍｅ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ　ＰｏｉｎＴｅＲ
ＮＡＰＴＲ）レコード、通信アクセス情報のリポジトリ（ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ：収納場
所）のためにその電話番号をインターネットユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）に変
換する。次いで、サービスは、呼または通信を、要求のタイプ、たとえば、音声、ファッ
クス、電子メールなど、および加入者による任意の選択に基づいて、サービス・プロバイ
ダにルーティングする。
【０００６】
　したがって、双方の側がボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）を
使用している場合、ＶｏＩＰサービス・プロバイダおよびＩＰネットワーク・マネージャ
は、呼をルーティングするために、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）番号を割り当て、ＰＳＴ
Ｎネットワークを使用しなければならないことに関連するコストおよびいかなる適用可能
な煩わしい規制問題を回避することもできる。
【０００７】
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　ＶｏＩＰユーザのために、ＥＮＵＭはＩＰ通信をより容易にし、最終的に、より安価に
する。ＥＮＵＭは、たとえば簡単なウェブ・インターフェースを使用して、加入者たちに
彼ら自身のＮＡＰＴＲのカスタマイズされた構成を提供することにより、加入者たちがコ
ンタクトされる仕方の制御を加入者に提供する。他の人々は、ＥＮＵＭを使用するだけで
、加入者がどこにいるか、またはどのようにコンタクトされたいか分からなくても、加入
者にコンタクトすることができる。ＥＮＵＭを用いて、ユーザは、非ＩＰ移動電話および
有線電話を含めて、数字だけのデバイスからでもインターネットベースの通信サービスに
ダイヤルすることができる。
【０００８】
　ＥＮＵＭ技術は、一般に、回線交換からボイス・オーバ・インターネット・プロトコル
（ＶｏＩＰ）通信への移行を容易にするのに役立つ。しかし、国際呼発呼者に関してＥＮ
ＵＭサービスを使用する特有の問題がある。たとえば、米国でＥＮＵＭサービスを使用す
る国際呼発呼者は９－１－１をダイヤルすることがある。しかし、従来のＥＮＵＭサービ
スは、国際呼発呼者の完全なコールバック電話番号を緊急応答機関（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａ
ｆｅｔｙ　Ａｎｓｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ：ＰＳＡＰ）などの９－１－１応答機関にうまく送
付することができない。これは、北米番号計画（ＮＡＮＰ）に起因する規制のためである
。特に、ＮＡＮＰは情報を送信するために１０桁のフィールドの使用を必要とする。この
タイプの場合、国際呼発呼者の番号がＮＡＮＰの１０桁情報フィールドの範囲に収まらな
い可能性があるので、通信（音声、テキストまたはビデオ）の発信者は、必要とされる再
コンタクト情報をエンド・ポイントに伝送することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）アーキテクチャ内のすべてのソースからすべての発呼者
にコールバック番号情報を確実に提供するのに適した方法および機器が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の原理によれば、電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）ゲートウェイが、複数のＥＮＵ
Ｍをそれぞれの発呼者識別情報に関連付ける一時的ＥＮＵＭデータベースを含む。所与の
通信をルーティングするときにモジュールが一時的ＥＮＵＭを割り当てる。一時的ＥＮＵ
Ｍは、一時的ＥＮＵＭデータベース内のエントリである。モジュールは、一時的ＥＮＵＭ
データベースで所与の一時的ＥＮＵＭを調べ、関連する発呼者識別情報を取り出す。
【００１１】
　本発明の他の態様による、所与の通信の送信と同時の短い時間の間、電子番号（ＥＮＵ
Ｍ）を所与の通信に一時的に関連付ける方法は、所与の通信に関する一時的ＥＮＵＭに対
する要求を受信する工程を含む。一時的ＥＮＵＭは、着呼側によって必要とされるような
発呼側識別情報のフォーマットに合致する。一時的ＥＮＵＭは、所与の通信を開始する発
呼者に関する発呼者識別情報に関連付けられる。関連付けられた一時的ＥＮＵＭは、一時
的ＥＮＵＭデータベース内にエントリとして記憶される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　現在の電子ナンバリング（ＥＮＵＭ）技術は、ユーザが米国で永久ＤＮＳ割当１０桁北
米番号計画（ＮＡＮＰ）番号を申請することを必要とする。本発明は、一時的ＥＮＵＭ、
または「ＴｅｍｐＥＮＵＭ」、呼時に一時的ＥＮＵＭ番号を割り当てるアーキテクチャを
提供する。開示された諸実施形態におけるＥＮＵＭ番号は、事実上呼または通信の継続時
間の間だけ割り当てられる。
【００１３】
　たとえば発信者によってサポートされていない特定のコールバック・フォーマットを必
要とする側へのルーティングを必要とする発信される通信では、本発明の原理によるＴｅ
ｍｐＥＮＵＭサービスが、受信側によって必要とされるフォーマットに合致するフォーマ
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ットでコールバック識別子（ＩＤ）を割り当てる。
【００１４】
　図１は、本発明の原理による、Ｔｅｍｐ　ＥＮＵＭゲートウェイに関する例示的基本的
メッセージ・フローを示す。
【００１５】
　詳細には、図１は、コンタクトされるエンティティまたは受信側１２０に呼を出す通信
側または発信エンティティ１１０を示す。呼はコーディネータ・システム１３０として提
供された適切なゲートウェイによって処理される。
【００１６】
　重要なことには、ＴｅｍｐＥＮＵＭデータベース１０１、呼のルーティング時に適切な
ＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当てるモジュール１０２、およびＴｅｍｐＥＮＵＭデータベース
１０１でルックアップを処理するモジュール１０３を含む一時的ＥＮＵＭ（ＴｅｍｐＥＮ
ＵＭ）サービス・ゲートウェイ１００が実装され、割り当てられたＴｅｍｐＥＮＵＭを発
呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）にマップする。
【００１７】
　ＴｅｍｐＥＮＵＭデータベース１０１は、コーディネータ・システム１３０からのＴｅ
ｍｐＥＮＵＭ割り当てを記憶し、コールバック試行で使用するために実際の発呼側識別子
（ＣｇＰＩＤ）を関連付ける。
【００１８】
　図１に示されている工程１で、発信側１１０が、好ましくは再コンタクトのために使用
される識別子ＩＤを有する通信を受信する受信側１２０への通信を試みるが、発信側の通
信方法はその特定のＩＤフォーマットを提供することができない。
【００１９】
　工程２で、通信が適切な一時的ＥＮＵＭナンバリング・サービスに、すなわちＴｅｍｐ
ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００に、ルーティングされる。一時的ＥＮＵＭナンバ
リング・サービス、またはＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００が、呼のルー
ティング時に適切なＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当てる適切なモジュール１０２から一時的Ｉ
Ｄ（Ｔｅｍｐ　ＥＮＵＭ）を受信し、呼をルーティングする。図１に示されているように
、モジュール１０２は、好ましくは一時的ＥＮＵＭサービスの一部分である。
【００２０】
　重要なことには、一時的ＩＤ（またはＴｅｍｐＥＮＵＭ）が受信側１２０によって必要
とされる特定のフォーマットに合致する。
【００２１】
　工程３で、通信が受信側１２０のフォーマット要件に特有の適切なＴｅｍｐ　ＥＮＵＭ
を用いて受信側１２０にルーティングされる。
【００２２】
　工程４で、受信側１２０がセッションの終了後事実上直ちに発信側１１０と通信する。
次いで、受信側１２０が受信したＴｅｍｐＥＮＵＭ番号を使用して、必要に応じて、たと
えば予め決められた時間内に、コールバックするかまたは発信側１１０と通信を再開する
。
【００２３】
　コールバック通信試行がＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００に向けられる
。所与の実施形態では、ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００が、発信側１１
０に返すコールバック通信試行の妥当性を検証することを意図された適切な認可プロセス
を実施する。妥当性は、たとえば、通信試行の場所、日時などに基づいてもよい。
【００２４】
　再開されたコールバック通信試行が妥当であり、認可された場合、ＴｅｍｐＥＮＵＭサ
ービス・ゲートウェイ１００がＴｅｍｐＥＮＵＭ（すなわち、一時的識別子）を発信側１
１０のコールバック番号または他の通信識別子と関連させる。
【００２５】
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　工程５で、受信側１２０による発信側１１０に返すコールバック通信試行が完了される
。
【００２６】
　図２は、本発明の原理による、ロードサイド・アシスタンス／緊急中継センタに関して
使用中の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示
す。
【００２７】
　詳細には、図２は、テレマティクス・システムを備えた自動車２１０と、そのサービシ
ング・テレマティクス・オペレーション・センタ２７０と、コーディネータ・システム・
ゲートウェイ２３０と、ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００との間のインタ
ラクションを示す。普通なら、緊急サービス・ゲートウェイ２５０、緊急応答機関２２０
、および自動位置識別子（ＡＬＩ）データベース２６０を含めて、従来の位置要素もアク
セスされる。
【００２８】
　適切なテレマティクス・システム２１０（たとえば、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｔｏｒｓ（商
標）からのＯＮＳＴＡＲ（商標）、Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ（商標）からのＴｅｌｅ
ＡＩＤ（商標）など）を備えた自動車２１０が、緊急応答機関（ＰＳＡＰ）２２０にコン
タクトしようと試みる。所与の実施形態では、最初の呼が偶然にまたは故意でなく切断さ
れた場合、ＰＳＡＰ２２０が緊急発呼者２１０とコンタクトを再開するコールバック機構
を備える。
【００２９】
　緊急中継センタ（たとえば、ＯＮＳＴＡＲ（商標）テレマティクス・サービス・センタ
）２７０が自動車２１０にサービスを提供する。緊急中継センタ２７０が、緊急呼を、自
動車２１０から、コーディネータ・システム２３０として提供された適切なゲートウェイ
を介して、適切なＰＳＡＰ２２０に伝送する。開示された実施形態では、緊急呼が、適切
なＸ、Ｙ（緯度／経度）位置情報と共に、エージェントＩＤ、車両ＩＤなどの発呼側識別
子（ＣｇＰＩＤ）と共にコーディネータ・システム２３０に伝送される。
【００３０】
　図１の基本的フローに関して述べられたように、コーディネータ・システム２３０が、
発呼側コールバック識別子（ＣｇＰＩＤ）を含むＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェ
イ１００に対してＴｅｍｐＥＮＵＭ要求を開始する。ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲート
ウェイ１００が、適切なＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当て、これをコーディネータ・システム
２３０に伝送し返す。
【００３１】
　自動車２１０の位置が緊急サービス・ルーティング番号（ＥＳＲＮ）及び緊急サービス
・クエリ・キー（ＥＳＱＫ）（たとえば、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル
（ＶｏＩＰ）ネットワークで）の使用によって提供される。緊急サービス・ゲートウェイ
（ＥＳＧＷ）２５０がコーディネータ・システム２３０からＥＳＲＮとＥＳＱＫとを受信
し、ＥＳＲＮを用いるＰＳＡＰトランクを選択し、そして、ＥＳＱＫをその同じＰＳＡＰ
２２０に伝送する（ＶｏＩＰネットワークの場合）。
【００３２】
　ＰＳＡＰ２２０が緊急発呼者２１０の位置を自動位置識別子（ＡＬＩ）データベース２
６０に照会する。コーディネータ・システム２３０に対するＥＳＱＫ要求を使用してＡＬ
Ｉデータベース２６０の位置情報が更新される。コーディネータ・システム２３０が、自
動車２１０に関する最新の位置情報、および関連する緊急呼に関する割り当てられたＴｅ
ｍｐＥＮＵＭを用いて（ＡＬＩデータベース２６０を介して）ＰＳＡＰ２２０に応答する
。
【００３３】
　最後に、必要に応じて（または所望に応じて）、受信側（この場合はＰＳＡＰ２２０）
が、発信側（この場合は自動車２１０）にコールバック通信を試みる。このコールバック
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試行は、ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００の方に向けられる。ＴｅｍｐＥ
ＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００がＴｅｍｐＥＮＵＭデータベースでルックアップを
行い、提供されたＴｅｍｐＥＮＵＭをそのＴｅｍｐＥＮＵＭに関連する一時的に記憶され
た発呼側識別子にマップする。
【００３４】
　コールバック通信が取り出された発呼側識別子を使用してルーティングされ、この場合
、この発呼側識別子がコールバック通信を緊急中継センタ２７０に向け、次に、緊急中継
センタ２７０がコールバック通信を自動車２１０に伝送する。
【００３５】
　図３は、本発明の原理による、インスタント・メッセージング・サービスに関して使用
中の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示す。
【００３６】
　詳細には、図３は、インスタント・メッセージング・ユーザ３１０と、それらのサービ
シング緊急サービス・インスタント・メッセージング（ＥＳＩＭ）ユーザ・インスタンス
（１つまたは複数）３７０と、コーディネータ・システム・ゲートウェイ３３０と、Ｔｅ
ｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００との間のインタラクションを示す。普通なら
、緊急サービス・ゲートウェイ２５０、緊急応答機関２２０、および自動位置識別子（Ａ
ＬＩ）データベース２６０を含めて、従来の位置要素もアクセスされる。開示された実施
形態では、ＰＳＡＰ２２０が、インスタント・メッセージング・ユーザ３１０から適切な
ウェブ・ポータル３６０を介して関連するテキストおよび／またはビデオにアクセスする
ことができる。
【００３７】
　インスタント・メッセージング・ユーザ３１０が、テキスト、ビデオまたは音声を有す
るインスタント・メッセージを適切なＰＳＡＰ２２０に送信する。所与の実施形態では、
ＰＳＡＰ２２０がインスタント・メッセージング・ユーザ３１０に応答するためのコール
バック機構を備える。
【００３８】
　メッセージング時に、関連するユーザ・インスタンス（テキスト、ビデオまたは音声）
が適切な緊急サービス・インスタント・メッセージング（ＥＳＩＭ）ゲートウェイ３７０
で設定される。インスタント・メッセージング・ユーザ３１０によって、または適切なイ
ンターネット・ホスト（たとえば、ウェブ・ポータル３６０）からインスタント・メッセ
ージング・ユーザ３１０に、送信されたテキスト、ビデオまたは音声インスタント・メッ
セージもまた、緊急サービス・インスタント・メッセージング（ＥＳＩＭ）ゲートウェイ
３７０で設定される。
【００３９】
　ＥＳＩＭゲートウェイ３７０が、インスタント・メッセージを、インスタント・メッセ
ージング・ユーザ３１０から、コーディネータ・システム３３０として提供された適切な
ゲートウェイを介して、適切なＰＳＡＰ２２０に伝送する。開示された実施形態では、緊
急インスタント・メッセージが、ＬＯを有する発呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）と共に、ＳＩ
Ｐ　ＩＮＶＩＴＥコマンドを使用してコーディネータ・システム３３０に伝送される。
【００４０】
　図１の基本的フローに関して述べられたように、コーディネータ・システム３３０が発
呼側コールバック識別子（ＣｇＰＩＤ）を含むＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ
１００に対してＴｅｍｐＥＮＵＭ要求を開始する。ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウ
ェイ１００が適切なＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当て、これをコーディネータ・システム３３
０に伝送し返す。
【００４１】
　インスタント・メッセージング・ユーザ３１０の位置が、緊急サービス・ルーティング
番号（ＥＳＲＮ）及び緊急サービス・クエリ・キー（ＥＳＱＫ）（たとえば、インターネ
ットを介して）の使用によって提供される。緊急サービス・ゲートウェイ２５０（ＥＳＧ
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Ｗ）が、コーディネータ・システム３３０からＥＳＲＮとＥＳＱＫとを受信し、ＥＳＱＫ
をＰＳＡＰ２２０に伝送する（インターネットを介しての場合）。
【００４２】
　ＰＳＡＰ２２０が自動位置識別子（ＡＬＩ）データベース２６０に緊急発呼インスタン
ト・メッセージング・ユーザ３１０の位置を照会する。コーディネータ・システム３３０
に対するＥＳＱＫ要求を使用してＡＬＩデータベース２６０の位置情報が更新される。コ
ーディネータ・システム３３０が、インスタント・メッセージング・ユーザ３１０に関す
る最新の位置情報、および関連する緊急インスタント・メッセージに関する割り当てられ
たＴｅｍｐＥＮＵＭを用いて（ＡＬＩデータベース２６０を介して）ＰＳＡＰ２２０に応
答する。
【００４３】
　最後に、必要に応じて（または所望に応じて）、受信側（この場合ＰＳＡＰ２２０）が
、発信側へのコールバック通信（この場合、インスタント・メッセージング・ユーザ３１
０へのリターン・インスタント・メッセージ）を試みる。このリターン・インスタント・
メッセージがＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００の方へ向けられる。Ｔｅｍ
ｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００がＴｅｍｐＥＮＵＭデータベースでルックアッ
プを行い、提供されたＴｅｍｐＥＮＵＭをそのＴｅｍｐＥＮＵＭに関連する一時的に記憶
された発呼側識別子（この場合はインスタント・メッセージング・ユーザ識別子）にマッ
プする。
【００４４】
　リターン通信が、取り出された発呼側識別子を使用してルーティングされ、この場合、
この発呼側識別子がリターン・インスタント・メッセージを緊急サービス・インスタント
・メッセージング（ＥＳＩＭ）ユーザ・インスタンス（１つまたは複数）３７０に向け、
次にリターン・インスタント・メッセージをインスタント・メッセージング・ユーザ３１
０に向ける。
【００４５】
　図４は、本発明の原理による、ピア－ツー－ピア・ボイス・プロバイダ・サービスに関
して使用中の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フロー
を示す。
【００４６】
　詳細には、図４は、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）ベースのＶｏＩＰアプリケーシ
ョン（たとえば、Ｓｋｙｐｅ（商標））・ユーザ４１０と、ユーザ・インスタンス（１つ
または複数）４７０を含むそれらのサービシング緊急サービスＳｋｙｐｅ（商標）（ＥＳ
Ｓ）ゲートウェイと、コーディネータ・システム・ゲートウェイ４３０と、ＴｅｍｐＥＮ
ＵＭサービス・ゲートウェイ１００との間のインタラクションを示す。普通なら、緊急サ
ービス・ゲートウェイ２５０、緊急応答機関２２０、および自動位置識別子（ＡＬＩ）デ
ータベース２６０を含めて、従来の位置要素もアクセスされる。
【００４７】
　ＰＣベースのＶｏＩＰアプリケーション・ユーザ４１０がインターネットを介して適切
なＰＳＡＰ２２０を呼び出そうと試みる。所与の実施形態では、ＰＳＡＰ２２０がＰＣベ
ースのＶｏＩＰアプリケーション・ユーザ４１０に応答するためのコールバック機構を備
える。
【００４８】
　ＶｏＩＰ呼の開始時に、関連するユーザ・インスタンス（ＩＮ、ＯＵＴおよびＮＯＲＭ
）が、適切な緊急サービスＳｋｙｐｅ（ＥＳＳ）ゲートウェイ４７０においてだけでなく
、ＶｏＩＰアプリケーションをホストするＰＣにおいて設定される。
【００４９】
　ＥＳＳゲートウェイ４７０が、ＶｏＩＰ呼を、Ｓｋｙｐｅ（商標）ユーザ４１０から、
コーディネータ・システム４３０として提供された適切なゲートウェイを介して、適切な
ＰＳＡＰ２２０に伝送する。開示された実施形態では、緊急ＶｏＩＰ呼が、ＬＯを有する
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発呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）と共に、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥコマンドを使用してコーディ
ネータ・システム４３０に伝送される。Ｓｋｙｐｅ（商標）ユーザがそれらの北米番号計
画（ＮＡＮＰ）発呼側番号（ＣｇＰＮ）をコーディネータ・システム４３０に伝送するこ
とに留意されたい。
【００５０】
　図１の基本的フローに関して述べられたように、コーディネータ・システム４３０が発
呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）を含むＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００に対し
てＴｅｍｐＥＮＵＭ要求を開始する。ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００が
、適切なＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当て、これをコーディネータ・システム４３０に伝送し
返す。
【００５１】
　ＰＣベースのＶｏＩＰアプリケーション・ユーザ４１０の位置が、緊急サービス・ルー
ティング番号（ＥＳＲＮ）（たとえば、交換ネットワークで）、及び緊急サービス・クエ
リ・キー（ＥＳＱＫ）（たとえば、インターネットを介して）の使用によって提供される
。緊急サービス・ゲートウェイ（ＥＳＧＷ）２５０がコーディネータ・システム３３０か
らＥＳＲＮとＥＳＱＫとを受信し、ＥＳＱＫをＰＳＡＰ２２０に伝送する（インターネッ
トを介しての場合）。
【００５２】
　ＰＳＡＰ２２０が自動位置識別子（ＡＬＩ）データベース２６０に緊急発呼ＰＣベース
のＶｏＩＰアプリケーション・ユーザ４１０の位置を照会する。コーディネータ・システ
ム４３０に対するＥＳＱＫ要求を使用してＡＬＩデータベース２６０の位置情報が更新さ
れる。コーディネータ・システム４３０がＰＣベースのＶｏＩＰアプリケーション・ユー
ザ４１０に関する最新の位置情報、および関連する緊急ＶｏＩＰ呼に関する割り当てられ
たＴｅｍｐＥＮＵＭを用いてＰＳＡＰ２２０に（ＡＬＩデータベース２６０を介して）応
答する。
【００５３】
　最後に、必要に応じて（または所望に応じて）、受信側（この場合はＰＳＡＰ２２０）
が発信側（この場合は、ＰＣベースのＶｏＩＰアプリケーション・ユーザ４１０）へのコ
ールバック・呼を試みる。このコールバック・呼は、ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲート
ウェイ１００の方へ向けられる。ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００がＴｅ
ｍｐＥＮＵＭデータベースでルックアップを行い、提供されたＴｅｍｐＥＮＵＭをそのＴ
ｅｍｐＥＮＵＭに関連する一時的に記憶された発呼側識別子にマップする。
【００５４】
　リターン通信が、取り出された発呼側識別子を使用してルーティングされ、この場合、
この発呼側識別子がリターン・呼を緊急サービス・インスタント・メッセージング（ＥＳ
ＩＭ）ユーザ・インスタンス（１つまたは複数）３７０に向け、次に、ＰＣベースのＶｏ
ＩＰアプリケーション・ユーザ４１０に向ける。
【００５５】
　図５は、本発明の原理による、無線Ｅ９－１－１サービスに関して使用中の一時的ＥＮ
ＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示す。
【００５６】
　詳細には、図５は、国際無線発呼者５１０（たとえば、より大きい、またはそうでなけ
ればＮＡＮＰ１０桁フォーマットに合致しない、コールバック番号を有する発呼者）と、
サービシング・モバイル・スイッチング・センタ（ＭＳＣ）５８０と、コーディネータ・
システム・ゲートウェイ５３０と、ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００との
間のインタラクションを示す。普通なら、緊急応答機関２２０、および自動位置識別子（
ＡＬＩ）データベース２６０を含めて、従来の位置要素もアクセスされる。
【００５７】
　国際無線発呼者５１０が適切な緊急応答機関（ＰＳＡＰ）２２０にコンタクトしようと
試みる。所与の実施形態では、ＰＳＡＰ２２０が、必要に応じてまたは所望に応じて（た
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とえば、最初の呼が偶然にまたは故意でなく切断された場合）、国際無線発呼者５１０と
のコンタクトを再開するためのコールバック機構を備える。
【００５８】
　モバイル・スイッチング・センタ（ＭＳＣ）５８０が国際無線発呼者５１０にサービス
を提供する。ＭＳＣ５８０が緊急呼を国際無線発呼者５１０から、コーディネータ・シス
テム５３０として提供された適切なゲートウェイを介して、適切なＰＳＡＰ２２０に伝送
する。開示された実施形態では、緊急呼が、適切なＸ、Ｙ（緯度／経度）位置情報と共に
、モバイル・ディレクトリ番号（ＭＤＮ）などの発呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）と共にＭＳ
Ｃ５８０からコーディネータ・システム５３０に伝送される。
【００５９】
　図１の基本的フローに関して述べられたように、コーディネータ・システム５３０が、
発呼側識別子（ＣｇＰＩＤ）を含むＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００に対
してＴｅｍｐＥＮＵＭ要求を開始する。ＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００
が適切なＴｅｍｐＥＮＵＭを割り当て、それをコーディネータ・システム５３０に伝送し
返す。
【００６０】
　国際無線発呼者５１０の位置が緊急サービス・クエリ・キー（ＥＳＱＫ）の使用によっ
て提供される。コーディネータ・システム５３０がＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウ
ェイ１００からＴｅｍｐＥＮＵＭの割り当てを要求し、次いで、緊急呼をＡＬＩデータベ
ース２６０に対するクエリによって示されたＰＳＡＰ２２０に伝送する。ＡＬＩデータベ
ース２６０が適切な緊急サービス・ルーティング・キー（ＥＳＲＫ）をＰＳＡＰ２２０に
提供する。
【００６１】
　コーディネータ・システム５３０に対するＥＳＱＫ要求を使用してＡＬＩデータベース
２６０の位置情報が更新される。コーディネータ・システム５３０が国際無線発呼者５１
０に関する最新の位置情報、および関連する緊急呼に関する割り当てられたＴｅｍｐＥＮ
ＵＭを用いて（ＡＬＩデータベース２６０を介して）ＰＳＡＰ２２０に応答する。
【００６２】
　最後に、必要に応じて（または所望に応じて）、受信側（この場合はＰＳＡＰ２２０）
が発信側（この場合は無線国際呼発呼者５１０）にコールバック通信を試みる。このコー
ルバック試行はＴｅｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００の方へ向けられる。Ｔｅ
ｍｐＥＮＵＭサービス・ゲートウェイ１００がＴｅｍｐＥＮＵＭデータベースでルックア
ップを行い、提供されたＴｅｍｐＥＮＵＭをそのＴｅｍｐＥＮＵＭに関連する一時的に記
憶された発呼側識別子にマップする。
【００６３】
　コールバック通信が、取り出された発呼側識別子を使用してルーティングされ、このこ
とは、この場合、コールバック通信が、国際無線発呼者５１０にサービスするＭＳＣ５８
０に向けられ、最終的に、国際無線発呼者５１０に向けられることを意味する。
【００６４】
　本発明は、外国のマーケットによって使用されるＰＣＳ周波数をサポートする任意の米
国のＧＳＭキャリアを含めて、無線Ｅ９－１－１マーケットにおいて特に利用可能である
。他のアプリケーションには、ロードサイド・アシスタンス／緊急中継センタ、インスタ
ント・メッセージング・プロバイダ、およびピア－ツー－ピア音声プロバイダがある。ま
た、ＶｏＩＰオペレータ、特に、モバイル／ノマディック国際加入者をサポートするＶｏ
ＩＰオペレータ、北米の加入者の国際番号をマーケティングしたいＶｏＩＰオペレータ、
およびＥＮＵＭディレクトリに加入したくない加入者とのＶｏＩＰオペレータにも特に利
用可能である。
【００６５】
　本発明は、本発明の例示的実施形態に関して説明されてきたが、当業者は、本発明の真
の主旨と範囲から逸脱することなく、本発明の説明された実施形態に対して様々な変更を
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行うことができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の原理による、Ｔｅｍｐ　ＥＮＵＭゲートウェイに関する例示的基本的メ
ッセージ・フローを示す図である。
【図２】本発明の原理による、ロードサイド・アシスタンス／緊急中継センタに関して使
用中の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示す
図である。
【図３】本発明の原理による、インスタント・メッセージング・サービスに関して使用中
の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示す図で
ある。
【図４】本発明の原理による、ピア－ツー－ピア・ボイス・プロバイダ・サービスに関し
て使用中の一時的ＥＮＵＭサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを
示す図である。
【図５】本発明の原理による、無線Ｅ９－１－１サービスに関して使用中の一時的ＥＮＵ
Ｍサービス・ゲートウェイに関する例示的メッセージ・フローを示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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